
聖

籠

町

訓

令

第

五

号

 

聖

籠

町

健

康

づ

く

り

推

進

協

議

会

設

置

要

綱

の

一

部

を

改

正

す

る

訓

令

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

 
平

成

二

十

四

年

三

月

九

日

 

聖

籠

町

長 

渡

邊 

廣

吉

 

聖

籠

町

健

康

づ

く

り

推

進

協

議

会

設

置

要

綱

の

一

部

を

改

正

す

る

訓

令

 

聖

籠

町

健

康

づ

く

り

推

進

協

議

会

設

置

要

綱

（

昭

和

五

十

三

年

聖

籠

町

訓

令

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

三

条

二

項

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。 

六 

そ

の

他

町

長

が

必

要

と

認

め

た

者 

第

九

条

を

第

十

一

条

と

し

、

第

八

条

を

第

十

条

と

し

、

第

七

条

を

第

九

条

と

し

、

第

六

条

の

次

に

次

の

二

条

を

加

え

る

。 

（

部

会

） 

第

七

条

 

第

二

条

で

定

め

る

協

議

会

の

所

掌

事

項

に

つ

い

て

、

分

掌

し

て

資

料

の

収

集

、

調

査

及

び

研

究

の

必

要

が

あ

る

と

き

は

、

部

会

を

置

く

こ

と

が

で

き

る

。 

 

（

意

見

の

聴

取

等

） 

第

八

条

 

会

長

は

、

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

委

員

以

外

の

者

を

会

議

に

出

席

さ

せ

て

意

見

を

聴

き

、

又

は

資

料

の

提

出

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

。 

附 

則 

 

こ

の

訓

令

は

、

公

示

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 


